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企業年金連合会を通じた個人番号の企業年金への提供に係る 

企業年金連合会規約の変更について 

 

 

企業年金連合会規約の一部を変更する規約 

 

 

企業年金連合会規約の一部を次のように変更する。 

 

 

第８４条の２の次に次の一条を加える。 

 

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に基づき連合会が

行う受託事務） 
第８４条の３ 連合会は、平成２５年改正法附則第４０条第６項から第８項までの規定に基づき、

基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業主又は企業型年金を実施する事業主の委

託を受けて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年５月３１日法律第２７号）別表第一の７１、７２及び９７に規定する事務を行う。 
２ 連合会は、前項の事務を行うにあたり、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事

業主又は企業型年金を実施する事業主と業務委託契約を締結する。 
 

 

附則 

 

（施行期日） 
第１条 この規約は、認可の日から施行し、平成２８年１月１日から適用する。 
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企業年金連合会規約変更理由書 

 

 

１  変更理由 

地方公共団体情報システム機構が保有する個人番号を含む機構保存本人確認情報（注）

を厚生年金基金、確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金からの委託を受けて提供

する事務を行うことができるようにするため、連合会が当該事務を行うことを規約上

規定する必要がある。 

（注）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律第１９条による改正後の住民基本台帳法第３０条の９（平

成２８年１月１日施行予定）に規定する機構保存本人確認情報。氏名、性別、生年月日、

住所、個人番号。 

 

２  変更内容 

（１）連合会は、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律」附則第４０条第６項から第８項までの規定に基づき、厚生

年金基金、確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金からの委託を受けて、「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」別表第一の

７１、７２及び９７に規定する事務を行う旨の規定を追加する。 

（２）上記（１）の事務を行うにあたり、厚生年金基金、確定給付企業年金又は企業型

確定拠出年金と当該事務に係る業務委託契約を締結する旨の規定を追加する。 

 

 

３  実施時期 

  この規約は、認可の日から施行し、平成２８年１月１日から適用する。 
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【参照条文】 

 
○ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（抄） 

 
附則 

（存続連合会の業務） 

第４０条  存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。 

２～５（略） 

６ 存続連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改

正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の

業務の一部を行うことができる。 

７ 存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給

付企業年金法第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うこと

ができる。 

８ 存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠

出年金法第四十八条の二の規定による委託を受けて、情報収集等業務（同条に規定する

情報収集等業務をいう。次条第三号において同じ。）を行うことができる。 

９（略） 
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○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

５月３１日法律第２７号）（抄） 

 
（利用範囲） 

第９条  別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政

事務を処理する者（法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこ

ととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。）は、同

表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報

を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

２～５（略） 

 
別表第一 （第９条関係） 

７１ 確定給付企業年金法（平成十

三年法律第五十号）第二十九条第

一項に規定する事業主等又は企

業年金連合会 

確定給付企業年金法による年金である給付又は一

時金の支給に関する事務であって主務省令で定める

もの 

７２ 確定拠出年金法（平成十三年

法律第八十八号）第三条第三項第

一号に規定する事業主 

確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機

関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の

記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一

時金の支給に関する事務であって主務省令で定める

もの 

９７ 平成二十五年法律第六十三

号附則第三条第十三号に規定す

る存続連合会又は企業年金連合

会 

平成二十五年法律第六十三号による年金である給

付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令

で定めるもの 
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○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主

務省令で定める事務を定める命令（平成２６年９月１０日内閣府・総務省令第５号）（抄） 

 
第５２条の２ 法別表第一の七十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 

一～四（略） 

五 確定給付企業年金法第九十三条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う

業務に関する事務（相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七

条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定す

る特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払

に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に

関する事務に限る。） 

第５２条の３ 法別表第一の七十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 

 一（略） 

二 確定拠出年金法第四十八条の二の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う

情報収集等業務に関する事務（相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法

第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十

四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規

定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源

泉徴収票に関する事務に限る。） 

 三（略） 

第７０条 法別表第一の九十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 

一 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により、企業年金連合会

又は平成二十五年法律第六十三号附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金

連合会が委託を受けて行う業務に関する事務（相続税法第五十九条第一項に規定する

調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三

百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若し

くは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三

項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。） 

二～十二（略） 
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企業年金連合会規約新旧対照表 
新 旧 

  

（住民基本台帳法等に基づき連合会が行う受託事務） 

第８４条の２ 連合会は、平成２５年改正法附則第４０条第６項から第８項ま

での規定に基づき、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業

主又は企業型年金を実施する事業主の委託を受けて、住民基本台帳法別表

第一の７７の４に規定する事務を行う。  

２ 連合会は、前項の事務を行うにあたり、基金、企業年金基金、規約型企

業年金を実施する事業主または企業型年金を実施する事業主と業務委託契

約を締結する。 

 

 

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等に基づき連合会が行う受託事務） 

第８４条の３ 連合会は、平成２５年改正法附則第４０条第６項から第８項

までの規定に基づき、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事

業主又は企業型年金を実施する事業主の委託を受けて、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年５月

３１日法律第２７号）別表第一の７１、７２及び９７に規定する事務を行

う。 

２ 連合会は、前項の事務を行うにあたり、基金、企業年金基金、規約型企

業年金を実施する事業主又は企業型年金を実施する事業主と業務委託契約

を締結する。 

 

 

（住民基本台帳法等に基づき連合会が行う受託事務） 

第８４条の２ 連合会は、平成２５年改正法附則第４０条第６項から第８項ま

での規定に基づき、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業

主又は企業型年金を実施する事業主の委託を受けて、住民基本台帳法別表

第一の７７の４に規定する事務を行う。  

２ 連合会は、前項の事務を行うにあたり、基金、企業年金基金、規約型企

業年金を実施する事業主または企業型年金を実施する事業主と業務委託契

約を締結する。 

 

 

（新規） 
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新 旧 
 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、認可の日から施行し、平成２８年１月１日から適用す

る。 

 

 


